
 一人ひとりの人間を大切にした 
復興法制度に向けて 
（弁護士の挑戦） 

弁護士 津久井進 

復興は被災者中心に！ 



今回の件で考えたこと 

１ 自分自身のやってきた道程を省みる 

２ 復興プロセスの中で弁護士の役目は何か 

３ 現在取り組むべき課題は何だろうか 

４ 立ち位置や存在意義など初心を確認する 

５ 先代から次代に受け継いでいきたい 



自分自身のやってきた道程を省みる 



これまでの道程（プロフィール） 
転校生→長田高校→神戸大学→神戸弁護士会 

マンション部会，まちづくり部会，広報委員会 

阪神・淡路まちづくり支援機構 

関西学院大学災害復興研究所 

ＪＲ福知山線転覆事故の支援弁護士 

兵庫県震災復興研究センター 

日弁連災害復興支援委員会 

子ども 

9条の会 

市民活動 

ボラン
ティア 

研究 



思い出深い出発点 

H9.1.15読売新聞 



アウトプットのためのインプット 

 人生の転機や幸せを探す場面に立ち会うところ
に弁護士の生きがいがあります。ひとりごと、
弁護士に関することがら、事件、社会、教育、
負債に関することなどが内容です 



一人ひとりが違うこと 

柳田邦男「2.5人称の視点」 



復興プロセスの中で 
弁護士の役目は何か 

 



直後の役割 

１ 法律家によるよろず相談 

２ 立法事実の収集と，立法活動 

３ 尾を引く初期エラーの修正 

役に立たない 意外と役立つ 法律支援が不可欠 

法律相談の様子 



復興期の役割 

１ 在間弁護士の仮設巡回相談 

２ 宇都弁護士の徹底した寄り添い 

３ 吉江弁護士らの後方支援 

４ 小口弁護士・瀧上弁護士のチャレンジ 

５ 全国の原発訴訟団の戦い 

６ 私たちの兵站（ロジスティック）支援 

７ つながりをつくること自体が目的に 



合意形成について 

宮城県 

雄勝町 

宮城県 
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宝塚第3
コーポラス 



合意形成について 
多数決は民主主義ではない 

決めることが民主主義ではない 

民主主義は面倒くさくて大変なほどよい 

正しいかどうかよりも納得するかどうかである 

立憲民主主義は民主主義の安全弁 

少数者が語り，多数者が聴くのが熟議 

ルールは必要だが，急いではダメ 

楽しむ度量と回り道が成功の秘訣 



現在取り組むべき課題 



現在取り組むべき課題 

１ 避難者支援のしくみづくり 

２ 一人ひとりが大事にされる災害復興法 

３ 関連死をなんとかする 

４ 復興に立ちはだかる課税問題 

５ 二重ローン問題対策の恒久法 



目の前にいる避難者の支援 

原発賠償訴訟 

是非傍聴に！ 

次回7/9 

午前11:45～ 

神戸地裁 



目の前にいる避難者の支援 

原発事故による避難者は，たった 
県営住宅６世帯、県の借上げ住宅１６世帯だけ。 
平成29年3月以降の支援，兵庫県がしないと！ 
 



長期避難者への立法措置 

 なんでもかんで
も「災害救助法」
でやるのをやめて，
大規模災害で長期
にわたる避難など
の対策は，別の法
律を設ける。 

 原発事故の避難
は特別法をつくる。 



一人ひとりが大事にされる災害復興法 

 



一人ひとりが大事にされる災害復興法 

災害救助法 

建築基準法 

公営住宅法 

土地区画整理法 

都市再開発法 

大規模災害復興法 

被災者生活再建支援法 

原子力損害賠償法 

子ども被災者支援法 

災害時の 
住まいの確
保に関する 
基本法 



放置された在宅被災者 



関連死問題 

なぜ関連死の扱いが
こんなに違うのか。 

遺族は再起できない。 



増え続ける原発避難者の関連死 

【引用】日経平成26年2月20日 

【引用】 
東京平成25年3月11日 

1337 

＋３１９人 



原発賠償金への課税問題 

 



復興への寄付金への課税問題 
■寄付金1.8億円に課税 岩手大船渡の被災漁業組合一転苦境
（毎日新聞2013.08.13朝刊） 

 
 東日本大震災の被災漁業者が岩手県大船渡市で設立した「三
陸漁業生産組合」が昨年度に公益財団から受けた寄付金約１億
８０００万円に対し、法人税約１６００万円が課税されたこと
が分かった。法人税法では震災前からある漁協や会社に多額の
損害があった場合、寄付は年度を越えて相殺され実質的に課税
されないが、今回は震災後の設立だったため対象外とされた。
同組合は今年度、寄付金の大半を設備投資に充てたばかりで、
納税により一転して苦しい経営に追い込まれている。（中略） 
 仙台国税局国税広報広聴室の担当者は「事情はあっても、今
の法人税法では仕方ない」と話す。日弁連災害復興支援委員会
副委員長の津久井進弁護士は「国は被災地の産業を育成すると
言いながら、しゃくし定規な対応だ。支援漏れと言える状態で、
法の不備の表れ」と指摘する。 



二重ローン対策の恒久法化 

①債権買取機構 

②ＡＤＲ 

③特定調停手続 

の３手続を選択 

 

信用情報機関に
は登録せずに，
復興促進 

 



立ち位置や存在意義など 
初心を確認する 

 



立ち位置と存在意義 

非体験者の
罪ほろぼし 

当事者じゃな
いから寄添人 

中途半端な
専門性 

意訳好きな
通訳人 

アメーバのよ
うな連携 

人権感覚と市
民感覚 

アンチ公平
性 

自然体で限
界を知る 

合意形成支
援は本業だ 



初心（デフォルト）の設定 

目的と手段を
区別 

法律は道具 まずは信じる 

日常の安定こ
そ平和 

一人ひとりを
大事にする 

自由に，オー
プンに 

専門性由来の
バランス感覚 

憲法 
明るく・楽しく・
しつこく 



最後に 



憲法的発想 
一人ひとりの被災者を尊重（13条の個人の尊重） 

被災者が主権者である（国民主権） 

暮らしと住まい（22条居住の自由と25条生存権） 

合意形成を尊重する（民主主義） 

多数決の暴走を阻止（立憲民主主義） 

復興予算流用を阻止（財政民主主義） 

原発はいらない（平和的生存権） 

弁護士が復興にかかわる（三権分立） 



憲法こそ復興基本法 

災害復興基本法案 
（2010.1/関西学院大
学災害復興研究所） 
 
◇全１７条 
◇被災者主権 

◇前文より「被災地
に生きる人々と地域
が再び息づき，日本
国憲法が保障する基
本的人権が尊重され
る協働の社会を新た
にかたち創る」 



憲法に災害事態条項はいらない 

http://www.huffingtonpost.jp/susumu-tsukui/national-emergency-
rights_b_6710650.html 



受け継ぎ・引き継ぐ 

話す 

見
る 

聴く 


